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平成16年国民生活基礎調査の体系（案）

平成１６年の６月と７月に実施予定の国民生活基礎調査（世帯票、健康票、介護票、

所得票、貯蓄票）は、次のような体系で行う。

また、本調査を親標本とした後続調査は、次のとおり。

平成12年国勢調査による全地区（日本全国を分割する：後置番号１～９） ＜約９４万地区＞

後置番号「１」と「８」のみ抽出

国民生活基礎調査の調査地区を抽出するための全地区 ＜約９０万地区＞

厚生統計親標本設定 ５，２８０地区

４月２３日（仮）から準備調査開始 ［地区確認等］

６
月 国 民 生 活 基 礎 調 査 世 帯 票 ・ 健 康 票 実 査
10 【他 計】 【自 計】
日 ５，２８０地区
調
査 介 護 票【他 計】 実 査
実 ２，５００地区
施

国民生活基礎調査

所得票【他 計】
貯蓄票【自 計】

実 査
2,000単位区

７月１５日実施

（ 予定の後続調査 ）

世帯動態調査（国立社会保障・人口問題研究所）

社会保障制度企画調査（政策統括官）

全国家庭児童等調査（雇用均等・児童家庭局）

公的年金加入状況等調査（社会保険庁）

国民健康・栄養調査（健康局）


